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〔１〕設計業務の価格積算基準 
 
第１ 適用範囲 
【省略】 

 

第３ 設計業務費構成費目の内容 
【省略】 

２ 間接原価 

当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費、オンライン電子納品

に要する費用、情報共有システムに要する費用（登録料及び利用料）、PC等の標準的な OA 機器費用

（BIM／CIM に関するライセンス費用を含む。）、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）とする。  

また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用については、対策の妥当性を確認の

上、積上げ計上を行うものとする。積上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費

用）と重複がないことを確認するものとする。 

 

※その他原価は直接経費（積上計上するものを除く）及び間接原価からなる。 

【省略】 
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字句の追加 


